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論

説

董
仲
舒

｢
賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て

深

川

真

樹

は

じ

め

に

前
漢
の
武
帝

(

前
一
五
六
―
前
八
七)

は
在
位

(
前
一
四
一
―
前
八
七)

初
期
に
し
ば
し
ば
策
試
を
実
施
し
、
広
く
優
秀
な
人
材
を
求
め

た
。
董
仲
舒

(

１)

は
そ
の
対
策
者
の
一
人
で
、
賢
良
と
し
て
策
試
に
参
加
し
、
所
謂

｢

賢
良
対
策

(

２)｣

で
武
帝
の
策
問

(

３)

に
奉
答
し
た
。
儒
学
は

漢
代
に
朝
廷
公
認
の
教
学
と
な
り
隆
盛
し
た
が
、
多
く
の
中
国
哲
学
・
思
想
研
究
者
は
そ
の
端
緒
を
、
武
帝
が

｢

対
策｣

中
の
提
議
を

採
択
し
、
儒
学
一
尊
を
公
認
し
実
行
し
た
こ
と
だ
と
考
え
て
き
た

(
４)

。
こ
う
し
た
漢
代
に
お
け
る
儒
学
興
隆
、
所
謂

｢

儒
教
国
教
化

(

５)｣

を

董
仲
舒
及
び
そ
の

｢

対
策｣

の
功
績
と
す
る
通
説
の
根
拠
は
、『

漢
書』
董
仲
舒
伝
に
見
え
る
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

仲
舒
の
對
册
す
る
に
及
び
、
孔
氏
を
推
明
し
、
百
家
を
抑
黜
す
。
學
校
の
官
を
立
て
、
州
郡
茂
材
・
孝�
を
舉
げ
る
は
、
皆
仲
舒

自
り
之
を
發
す

(

６)

。

第
九
十
五
巻

1

一



た
だ
東
洋
史
研
究
者
に
よ
り
、
こ
の
記
述
は
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
董
仲
舒
及
び
そ
の

｢

対
策｣

に

｢

儒
教

国
教
化｣

の
功
績
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
通
説
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る

(

７)

。
通
説
批
判
の
考
証
は
緻
密
で
あ
り
、
通
説
が

根
拠
と
す
る

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
の
董
仲
舒
称
揚
が
、
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
こ
に
列
挙
さ

れ
た
儒
学
政
策
そ
の
も
の
は
、
一
応
、
全
て
武
帝
期
に
実
行
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
漢
代
に
お
け
る
儒
学
興
隆
が
董

仲
舒
及
び
そ
の

｢
対
策｣

の
功
績
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
儒
学
政
策
の
実
行
を
儒
学
興
隆
の
指
標
と
す
る
な
ら
ば
、
武
帝
期
に

｢

儒
教
国
教
化｣

が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
、
武
帝
期
に

｢
儒
教
国
教
化｣

が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
東
洋
史
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、｢

儒
教
国
教
化｣

問
題
、
す
な
わ
ち
儒
学
は
い
つ
漢
朝
に
公
認
さ
れ
、
特
別
な
地
位
を
獲
得
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
半

世
紀
近
く
議
論
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
決
着
し
て
い
な
い

(

８)

。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
保
科
季
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

に

｢

ど
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
ら

｢

国
教
化｣
さ
れ
た
と
言
え
る
の
か
、
論
者
ご
と
に
定
義
が
異
な
り
、
ま
さ
し
く
研
究
の
数
だ
け

｢

国
教
化｣

が
あ
る
、
と
言
う
べ
き
有
様

(

９)｣

だ
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

董
仲
舒
及
び
そ
の

｢

対
策｣

の

｢

儒
教
国
教
化｣

へ
の
関
与
が
否
定
さ
れ
る
の
に
関
連
し
て
、
一
般
に
董
仲
舒
本
人
の
対
策
文
と
見

な
さ
れ
て
き
た

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
所
載
の

｢

対
策｣

も
、
そ
の
真
偽
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
は
、
説

得
力
の
あ
る
意
見
も
存
在
す
る
が
、
な
お
再
考
を
要
す
る
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、｢

対
策｣

の
真
偽
問
題

に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
・
検
討
す
る
と
と
も
に
、｢

対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
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一
、
先
行
研
究
の
成
果
と
そ
の
検
討

(

一)

平
井
正
士
氏
の
研
究
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

上
述
の
通
説
に
初
め
て
疑
問
を
提
出
し
た
の
は
、
平
井
正
士
氏
で
あ
る

(�)

。
平
井
氏
は
古
来
の
難
問
で
あ
る

｢

対
策｣

の
年
代
問
題
か

ら
出
発
し
、｢

制
策｣
と

｢

対
策｣

を
検
討
し
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
。｢

対
策｣

の
信
頼
性
と
い
う
本
稿
の

主
題
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
で
特
に
重
要
な
の
は
第
二
次

｢

対
策｣

の
真
偽
問
題
で
あ
る
。
第
二
次

｢

対
策｣

中
に
、
次
の
よ
う
な
部

分
が
あ
る
。

今
陛
下
は
天
下
を�
有
し
、
海�
は�
服
せ
ざ
る
は
莫
く
、
廣
く
覽
て�あ
わ

せ
聽
き
、
羣
下
の
知
を
極
め
、
天
下
の
美
を
盡
く
し
、

至�
昭
然
と
し
て
、
方
外
に
施
せ
り
。
夜�
・
康
居
は
、
殊
方
萬
里
な
れ
ど
も
、�
を�
び
て
誼
に
歸
す
。
此
れ
太�
の
致
り
な

り

(�)
。

平
井
氏
は

｢

夜�｣
か
ら

｢

誼
に
歸
す｣

ま
で
の
一
文
に
注
目
し
、
第
二
次

｢

対
策｣

に
疑
問
を
も
っ
た
。
そ
し
て

｢

康
居
の
漢
朝

に
関
知
さ
れ
た
の
は
張
騫
の
帰
還
し
た
年
―
元
朔
三
年
の
中
頃
―
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

こ
と
か
ら
、
こ
の
文
が

｢

年
代
考
察

上
の
他
の
諸
点｣

と
矛
盾
す
る
と
考
え
た

(�)
。
さ
ら
に
こ
の
文
の
解
決
に
関
連
し
て
、
第
二
次

｢

対
策｣

の
真
偽
問
題
に
論
及
し
、｢

か

う
し
た
二
三
の
疑
念
を
一
挙
に
し
て
霽
ら
す
に
は
こ
の
対
策
を
挙
げ
て
凡
て
後
人
の
擬
作
と
仮
想
す
る
外
は
な
い
。｣

と
も
述
べ
て
い

る

(�)

。平
井
氏
は
第
二
次

｢

対
策｣

を
後
人
の
擬
作
と
断
定
し
て
は
い
な
い
が
、
擬
作
説
に
傾
い
て
い
る
と
は
言
え
る
。
福
井
重
雅
氏
は
平

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て

深
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井
氏
の
論
考
に
注
目
し
、｢

こ
の
す
ぐ
れ
た
文
献
批
判
の
成
果
を
認
め
る
限
り
、
第
二
策
を
も
っ
て
董
仲
舒
の
原
文
と
す
る
こ
と
は
事

実
上
不
可
能
と
な
る｣

と
し
て
い
る

(�)
。

し
か
し
第
二
次

｢

対
策｣

の
擬
作
説
に
は
反
対
意
見
も
存
在
す
る
。
佐
川
修
氏
は

｢｢

至�
昭
然
、
施
於
方
外｣

と
い
う
句
を
う
け

て
、
北
方
異
域
の
康
居
を
後
人
が
竄
入
し
た｣

と
見
な
し
、｢

康
居
の
片
句
に
対
す
る
疑
問
に
発
し
て
、
第
二
次
対
策
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
平
井
氏
の
説
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。｣

と
擬
作
説
を
批
判
し
た

(�)

。
ま
た
浅
野
裕
一
氏
は

｢

今
陛
下
は
天
下
を�
有
し｣

か
ら

｢

此
れ
太�
の
致
り
な
り｣

ま
で
の
部
分
に
対
応
す
る
策
問
事
項
が
、｢

そ
も
そ
も
武
帝
の
制
策
中
に
は
、
何
一
つ
存
在
し
な
い｣

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
当
該
部
分
は

｢

こ
の
対
策
本
来
の
文
章
で
は
な
く
、
後
に
挿
入
さ
れ
た
別
文｣

と
判
断
で

き
る
と
し
、
他
の
部
分
を
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
し
て
第
二
次

｢

対
策｣

の
考
察
を
進
め
て
い
る

(�)

。

佐
川
氏
と
浅
野
氏
は
、
い
ず
れ
も
問
題
の
箇
所
を
後
人
に
よ
り
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
し
、
他
の
部
分
を
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
し

て
い
る
。
冨
谷
至
氏
も
平
井
氏
の
擬
作
説
に
は
反
対
す
る
が
、
佐
川
氏
や
浅
野
氏
と
は
異
な
り
、
問
題
の
部
分
も
董
仲
舒
の
文
だ
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
、『

史
記』

と

『

漢
書』

の
司
馬
相
如
伝
に
収
め
ら
れ
た

｢

巴
蜀
の
民
に
喩
告｣

す
る
檄
文
中
の
、｢

康
居
・
西
域
は
、

譯
を
重
ね
て
朝
を�
い
、
稽
首
し
て
來
享
す

(�)
。｣

と
い
う
記
載
に
注
目
し
、
問
題
の
箇
所
を
董
仲
舒
の

｢

誇
飾
し｣

た
文
と
し
て
、
第

二
次

｢

対
策｣

を
全
て
董
仲
舒
の
対
策
文
だ
と
見
な
す
の
で
あ
る

(�)
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
井
氏
の
論
文
は
第
二
次

｢

対
策｣

の
真
偽
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
議
論
で
は
、
平
井
氏
が
疑
問
を
も
っ
た
康
居
の

｢��
歸
誼｣
を
含
む
問
題
部
分
を
、
ど
う
処
理
す
る
か
に
関
心
が
集
中
し
て

い
る
。
そ
れ
は
平
井
氏
の
研
究
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
部
分
の
性
質
が
第
二
次

｢

対
策｣

の
真
偽
を
左
右
す
る
か
ら
で
あ

東

洋

学

報

第
九
十
五
巻

4

四



る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
も
、
後
節
で
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

二)

福
井
重
雅
氏
の
研
究
と
そ
の
検
討

ま
た
以
上
の
議
論
と
は
別
に
、
福
井
氏
は

｢

対
策｣

に
つ
い
て
大
規
模
な
考
察
を
行
い
、｢

対
策｣

中
に
董
仲
舒
に
関
係
す
る
対
策

文
で
な
い
部
分
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
。

福
井
氏
が
大
規
模
な

｢
対
策｣

の
考
察
を
行
う
の
は
、『

漢
書』

董
仲
舒
伝
に

｢

対
策｣

が

｢

存
在
す
れ
ば
こ
そ
、
漢
代
の
儒
学
に

お
け
る
董
仲
舒
の
存
在
が
、
一
躍
、
脚
光
を
浴
び
、
名
実
と
も
に
彼
を
儒
学
の
確
立
者
と
す
る
評
価
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る｣

の
だ

が
、｢『

漢
書』

に
は
数
多
く
の
不
可
解
な
記
事
が
散
在
し
、
全
面
的
に
そ
れ
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ば
あ
い
が
少
な
く
な
い｣

か
ら
で
あ
る
。｢

董
仲
舒
の
実
像
を
伝
え
残
す
史
料
は
、
あ
く
ま
で
も

『

史
記』

董
仲
舒
伝
で
あ
っ
て
、
や
は
り

『

漢
書』

董
仲
舒
伝

は
董
仲
舒
の
虚
像
を
映
し
出
す
史
料｣

で
あ
り
、｢
対
策｣

は
そ
の
虚
像
形
成
に
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
疑
わ
し
い
史
料
な
の
で
、｢

根

本
的
に
再
検
討
を
加
え｣

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

(�)
。

そ
こ
で
福
井
氏
は
、
ま
ず
漢
代
の
対
策
文
に
一
定
の
書
式
が
あ
る
と
推
定
し
、
疑
わ
し
い
史
料
で
あ
る

｢

対
策｣

を
除
外
し
た
、

『

漢
書』

に
見
え
る
三
つ
の
対
策
文
を
検
討
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら

｢

条
奏｣

な
ど
漢
代
対
策
文
の
形
式
を
帰
納
し
た

(�)

。
次
い
で
そ
の
形

式
を
基
準
に

｢

対
策｣

を
検
証
し
、｢

対
策｣

に
は
漢
代
対
策
文
の
書
式
に
合
わ
な
い
部
分
が
あ
り
、
同
時
に
そ
の
部
分
に
だ
け
不
可

解
で
不
合
理
な
内
容
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
て

｢

対
策｣
の
中
で
、
そ
の
形
式
に
合
う
部
分
を

｢

董
仲
舒
に
関
係
す
る
対

策
文｣

、
合
わ
な
い
部
分
を

｢

別
個
の
資
料
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章｣

と
見
な
し
た

(�)
。

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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た
だ
こ
う
し
た
福
井
氏
の
研
究
に
は
、
吉
永
慎
二
郎
氏
の
批
判
が
あ
る
。
第
二
次

｢

対
策｣

に
つ
い
て
、
吉
永
氏
は
平
井
氏
の
見
解

を
受
け
入
れ
、
疑
義
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し

『

漢
書』

五
行
志
所
載
の
董
仲
舒
の

｢

対
策
草
案｣

を
基
準
に
検
討
す
れ
ば
、

｢

第
一
・
第
三
対
策
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
董
仲
舒
本
来
の
対
策
で
な
い
と
す
る
論
拠
は
全
く
成
立
し
難
い｣

と
、
福
井
氏
の
見
解
に
反

対
し
て
い
る

(�)
。

班
固
が

『

漢
書』
董
仲
舒
伝
で
、
董
仲
舒
の
功
績
で
な
い
こ
と
を
そ
の
功
績
と
し
て
称
揚
し
て
い
る
の
は
、
確
か
な
こ
と
だ
と
思
わ

れ
る
。
と
す
れ
ば
、
董
仲
舒
の
称
揚
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る

｢

対
策｣

に
、｢

根
本
的
に
再
検
討
を
加
え｣

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
福
井
氏
の
考
え
に
は
、
首
肯
す
る
以
外
に
な
い
。
そ
し
て
対
策
文
に

｢

条
奏｣

の
規
則
が
あ
っ
た
と
い
う
福
井
氏
の
考
証
は
、『

漢

書』

の
宣
帝
紀
・
元
帝
紀
・
翼
奉
伝
な
ど
の
記
載
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
説
得
力
が
あ
る
。｢

条
奏｣

が
漢
代
の
対
策
文

に
必
須
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
れ
ば
、｢

対
策｣

中
に
そ
れ
に
合
わ
な
い
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。

た
だ
他
の
規
則
に
関
し
て
は
、｢

条
奏｣

の
場
合
の
よ
う
な
裏
づ
け
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

｢

条
奏｣

以
外
の
規
則
が
漢
代
の

対
策
文
の
筆
法
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
認
め
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が

｢

対
策
文
に
必
須
の
体
裁

(�)｣

だ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切

れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た

｢

対
策｣

に
漢
代
対
策
文
の
形
式
に
合
わ
な
い
部
分
が
存
在
す
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、｢

対
策｣

が
不
可
解
で
不
合
理
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は

｢
別
個
の
資
料
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章｣

な
の
か
は
、
各

｢

対
策｣

の

内
容
や
、
各

｢

対
策｣

間
及
び

｢

制
策｣

と

｢

対
策｣

の
関
連
性
な
ど
を
、
よ
り
慎
重
に
吟
味
し
て
か
ら
判
断
す
る
べ
き
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
福
井
氏
の
論
考
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
反
論
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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福
井
氏
は
現
今
を
問
題
と
し
、
武
帝
や
官
僚
を
直
接
批
判
す
る

｢

過
激
な
発
言｣

が
、｢

漢
代
に
お
け
る
一
定
の
対
策
の
書
式
や
文

体
に
合
致
し
な
い｣

、｢

疑
問
視
さ
れ
る
対
策
の
文
中｣

に
の
み
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

｢

対
策｣

中
の

｢

過
激
な
発
言｣

を
含
む
部
分
に
つ
い
て
、｢

元
来
、
董
仲
舒
自
身
に
よ
っ
て
呈
上
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
武
帝
以
後
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
第
三

者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。｣

と
述
べ
て
い
る

(�)

。

し
か
し

｢

過
激
な
発
言｣

が
含
ま
れ
る
部
分
を
、｢

第
三
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の｣

と
考
え
る
べ
き
十
分
な
事
情
は
な
い
。

『

漢
書』

五
行
志
中
、
董
仲
舒
が
漢
代
の
災
異
を
解
釈
し
て
い
る
唯
一
の
文
は
、
一
般
に

『

史
記』

儒
林
列
伝
に
見
え
る
董
仲
舒
の

｢

災
異
之
記｣

と
見
な
さ
れ
、
福
井
氏
も
そ
う
考
え
て
い
る

(�)
。
こ
の
文
は
上
奏
前
の
草
稿
で
、｢

過
激
な
発
言｣

を
含
み
、
筆
禍
の
原
因

と
な
っ
た

(�)
。
つ
ま
り
董
仲
舒
は
上
奏
文
の
草
稿
と
し
て
、
刑
死
し
か
ね
な
い
ほ
ど

｢

過
激
な
発
言｣

を
準
備
す
る
人
物
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、｢

対
策｣
中
の

｢

過
激
な
発
言｣

は
董
仲
舒
の
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他

に
も
、
第
三
次

｢

対
策｣

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

古
は�
訓
の
官
を
修
め
、
…
…
今
世
は
廢
し
て
脩
め
ず
、
以
て
民
を
化
す
る
亡
く
、
民
以
て
故
に
誼
を
行
う
を
棄
て
て
財
利
に
死

し
、
是
を
以
て
法
を
犯
し
て
罪
多
く
、
一�
の
獄
は
萬
千
を
以
て
數
う

(�)
。

こ
れ
は

｢

暗
鬱
な
世
相
を
剔
出
す
る
言
辞

(�)｣
で
あ
り
、｢

過
激
な
発
言｣

と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
一
文
は
、
福

井
氏
が

｢

董
仲
舒
に
関
係
す
る
対
策
文｣

と
認
定
す
る
部
分
に
見
え
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

対
策｣

中
対
策
文
の
書
式
に
合
う
と
さ
れ
る

部
分
に
も
、｢

過
激
な
発
言｣

は
存
在
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、｢
過
激
な
発
言｣

を
含
む
部
分
を

｢

武
帝
以
後
の
あ
る
時
点

に
お
い
て
、
第
三
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の｣

と
す
る
福
井
氏
の
推
論
に
は
、
成
立
す
る
余
地
が
な
い
。

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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以
下
で
は
本
節
で
見
て
き
た
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
各

｢

対
策｣

の
内
容
や
、
各

｢

対
策｣

間
及
び

｢

制
策｣

と

｢

対
策｣

の

関
連
性
な
ど
か
ら
、
改
め
て

｢

対
策｣

の
信
頼
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
第
一
次

｢

対
策｣

の
検
討

平
井
氏
は
上
述
の
研
究
の
中
で
、｢

制
策｣

と

｢

対
策｣

と
を
検
討
し
、
第
二
次
の

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

を
、
第
一
次
・
第
三
次
の

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

と

｢
連
絡
の
な
い
孤
立
游
離
し
た
も
の｣

だ
と
考
え
た

(�)

。
平
井
氏
の
指
摘
は
的
確
で
説
得
力
が
あ
り
、
第
二
次

｢

対
策｣

の
擬
作
説
を
採
ら
な
い
佐
川
氏
・
冨
谷
氏
・
浅
野
氏
も
、
こ
の
見
解
に
は
従
っ
て
い
る
。『

漢
書』

の
記
載
を
信
頼
し
て
、
第

二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
第
一
次
・
第
三
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

の
間
に
行
わ
れ
た
と
見
る
の
は
、
今
や
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
も
平
井
氏
の
卓
見
に
従
い
、
第
一
次

｢
制
策｣

・｢

対
策｣

と
第
三
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

は
連
続
し
て
い
る
と
前
提
し
て
、｢

対

策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

本
節
で
は
第
一
次

｢

対
策｣

を
検
討
す
る
。
以
下
に
第
一
次
の

｢

制
策｣

全
文
と

｢

対
策｣

の
主
に
本
節
の
検
討
に
関
係
す
る
原
文

を
示
す
。｢

対
策｣

の
各
部
分
末
尾
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
そ
の
部
分
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る

｢

制
策｣

の
部
分
を
表
す
。

第
一
次

｢

制
策｣

(

ａ)

制
曰
、�
獲
承
至�
休�
、
傳
之
亡
窮
、
而
施
之
罔
極
、
任
大
而
守
重
、
是
以
夙
夜
不
皇
康
寧
、
永
惟
萬
事
之
統
、�
懼
有
闕
。

故
廣
延
四
方
之
豪
儁
、
郡
國�
侯
公�
賢
良
修�
博�
之
士
、
欲
聞
大�
之�
、
至
論
之
極
。
今
子
大
夫�
然
爲
舉
首
、�
甚
嘉
之
。
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子
大
夫
其�
心
致
思
、�
垂
聽
而
問
焉
。

(

ｂ)
蓋
聞
五
帝
三
王
之�
、
改
制
作
樂
、
而
天
下
洽
和
、
百
王
同
之
。
當�
氏
之
樂
莫
盛
於
韶
、
於
周
莫
盛
於
勺
。�
王
已
沒
、
鐘

鼓�完
絃
之
聲
未
衰
、
而
大�
微
缺
、
陵
夷
至�
桀
紂
之
行
、
王�
大
壞
矣
。

(

ｃ)

夫
五
百
年
之�
、
守
文
之
君
、
當
塗
之
士
、
欲
則
先
王
之
法
以
戴�
其
世�
甚�
、
然�
不
能
反
、
日
以
仆
滅
、
至
後
王
而
後

止
、
豈
其�
持
操
或�
繆
而
失
其
統
與
。

(

ｄ)

固
天
降
命
不
可
復
反
、
必
推
之
於
大
衰
而
後
息
與
。

(

ｅ)

烏�
、
凡�
爲��
、
夙
興
夜
寐
、
務
法
上
古�
、
又
將
無
補
與
。

(

ｆ)

三
代
受
命
、
其
符
安
在
。

(

ｇ)

災
異
之
變
、
何�
而
起
。

(

ｈ)

性
命
之�
、
或
夭
或
壽
、
或
仁
或
鄙
、�
聞
其
號
、
未
燭
厥
理
。

(

ｉ)

伊
欲
風
流
而
令
行
、
刑
輕
而
姦
改
、
百
姓
和
樂
、
政
事
宣
昭
、
何
脩
何
飭
而
膏
露
降
、
百�
登
、
悳
潤
四
海
、
澤
臻
屮
木
、
三

光
全
、
寒��
、
受
天
之�
、
享
鬼�
之
靈
、
悳
澤
洋�
、
施�
方
外
、
延
及
羣
生
。

(

ｊ)

子
大
夫
明
先�
之
業
、�
俗
化
之
變
、
終
始
之
序
、
講
聞
高
誼
之
日
久
矣
、
其
明
以��
。[

Ａ]

科
別
其
條
、
勿
猥
勿�
、

[

Ｂ]

取
之
於
術
、
愼
其�
出
。
乃
其
不
正
不
直
、
不
忠
不
極
、
枉
于
執
事
、
書
之
不
泄
、
興
于�
躬
、
毋
悼
後
害
。
子
大
夫
其
盡
心
、

靡
有�
隱
、�
將
親
覽
焉
。

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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第
一
次

｢

対
策｣

(

１)
陛
下
發�
音
、
…
…

(

ａ)

(

２)

臣�
案
春
秋
之
中
、
…
…
以
此
見
天
心
之
仁
愛
人
君
而
欲
止
其
亂
也
。
自
非
大
亡�
之
世�
、
天
盡
欲
扶
持
而
全
安
之
、
事
在

彊
勉
而
已
矣
。
彊
勉
學
問
、
則
聞
見
博
而
知�
明
、
彊
勉
行�
、
則�
日
起
而
大
有
功
、
此
皆
可
使�
至
而
立
有
效�
也
。
詩
曰

｢

夙

夜
匪
解｣

、
書
云

｢
茂
哉
茂
哉｣

、
皆
彊
勉
之
謂
也
。(

ａ)

(

３)��
、���
於
治
之
路
也
、
…
…

(

ｂ)

(

４)

夫
人
君
莫
不
欲
安
存
而
惡
危
亡
、
…
…

(

ｃ)

(

５)

夫
周�
衰
於
幽�
、
非�
亡
也
、
幽�
不�
也
。
至
於
宣
王
、
思
昔
先
王
之�
、
興
滯
補�
、
明
文
武
之
功
業
、
周�
粲
然
復

興
、
詩
人
美
之
而
作
、
上
天�
之
、
爲
生
賢
佐
、
後
世
稱
誦
、
至
今
不�
。
此
夙
夜
不
解
、
行
善
之�
致
也
。(

ｅ)

(

６)

孔
子
曰

｢

人
能
弘�
、
非�
弘
人｣
也
。
故
治
亂
廢
興
在
於
己
、
非
天
降
命
不
可
得
反
、
其�
操
持��
失
其
統
也
。(

ｃ)

(

ｄ)

(

７)

臣
聞
天
之�
大
奉
使
之
王�
、
…
…

(

ｆ)

(

８)

及
至
後
世
、
…
…

(

ｇ)

(

９)

臣
聞
命�
天
之
令
也
、
…
…

(

ｈ)

(

10)

臣�
案
春
秋
之
文
、
…
…
爲
政
而
任
刑
、
不
順
於
天
、
故
先
王
莫
之
肯
爲
也
。
今
廢
先
王��
之
官
、
而
獨
任
執
法
之
吏
治
民
、

毋
乃
任
刑
之
意
與
。
孔
子
曰
、｢

不�
而
誅
謂
之�
。｣�
政
用
於
下
、
而
欲��
之
被
四
海
、
故�
成
也
。(

ｉ)
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(
11)

臣�
案
春
秋
謂
一
元
之
意
、
…
…
故
爲
人
君�
、
正
心
以
正
朝
廷
、
正
朝
廷
以
正
百
官
、
正
百
官
以
正
萬
民
、
正
萬
民
以
正
四

方
。
四
方
正
、��
莫
敢
不
壹
於
正
、
而
亡
有
邪
氣
奸
其��
。
是
以
陰
陽
調
而
風
雨
時
、
羣
生
和
而
萬
民
殖
、
五�
孰
而
屮
木
茂
、

天
地
之�
、
被
潤
澤
而
大
豐
美
、
四
海
之�
、
聞
盛�
而
皆
徠
臣
、��
之
物
、
可
致
之�
、
莫
不
畢
至
、
而
王��
矣
。(

ｉ)

(

12)

孔
子
曰
、｢
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
圖
、
吾
已
矣
夫
。｣

自
悲
可
致
此
物
、
而
身
卑
賤
不
得
致
也
。
今
陛
下
貴
爲
天
子
、
富
有
四
海
、

居
得
致
之
位
、
操
可
致
之
勢
、
又
有
能
致
之
資
、
行
高
而
恩
厚
、
知
明
而
意
美
、
愛
民
而
好
士
、
可
謂
誼
主
矣
。
然
而
天
地
未
應
而
美

�
莫
至�
、
何
也
。
凡
以�
化
不
立
而
萬
民
不
正
也
。
…
…
自
古
以�來
、
未
嘗
有
以
亂
濟
亂
、
大
敗
天
下
之
民
如
秦�
也
。
其�
毒
餘

烈
、
至
今
未
滅
、
使�
俗
薄
惡
、
人
民�
頑
、
抵
冒
殊
扞
、
孰
爛
如
此
之
甚�
也
。
孔
子
曰
、｢

腐
朽
之
木
不
可
彫
也
、
糞
土
之
牆
不

可�
也
。｣

今�
繼
秦
之
後
、
如
朽
木
糞
牆
矣
、
雖
欲
善
治
之
、
亡
可�
何
。
…
…
今
臨
政
而
願
治
七
十
餘�
矣
、
不
如�
而
更
化
、

更
化
則
可
善
治
、
善
治
則
災
害
日
去
、�
祿
日
來
。
詩
云
、｢

宜
民
宜
人
、
受
祿
于
天
。｣

爲
政
而
宜
於
民�
、
固
當
受
祿
于
天
。
夫
仁
・

誼
・
禮
・
知
・
信
、
五
常
之�
、
王��
當
脩
飭
也
。
五
者
脩
飭
、
故
受
天
之�
、
而
享
鬼�
之
靈
、�
施
于
方
外
、
延
及
羣
生
也
。

(

ｉ)(

１)

は

｢

対
策｣

の
前
文
で
あ
り
、(

ａ)

に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た

(

２)

の
内
容
は
、
王
道
の
興
隆
と
衰
亡
が
人
君
の
努
力
次

第
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
、
第
一
次

｢

制
策｣

の
質
問
全
体
に
関
わ
っ
て
お
り
、
文
中
に
は

｢

夙
夜
解
お
こ
た
る
に
匪
ず｣

と
も
あ

る
。
こ
う
し
た
内
容
と
措
辞
は

(

ａ)

に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、(

２)

は

(

１)

に
続
く

｢

対
策｣

の
前
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。｢

臣�
ん
で
春
秋
の
中
を
案
じ｣

か
ら

｢

此
れ
を
以
て
天
心
の
人
君
を
仁
愛
し
て
其
の
亂
を
止
め
ん
と
欲

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て

深
川

第
九
十
五
巻

11

一
一



す
る
を
見
る
な
り｣

ま
で
で
は
、『

春
秋』

に
も
と
づ
い
て
災
異
思
想
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
人
君
の
努
力
の
重
要
さ
の
論
拠
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は

[

Ｂ]

の

｢

之
を
術
よ
り
取
り
、
其
の
出
る�
を
愼
め｣

、
す
な
わ
ち
学
術
的
な
根
拠
に
も
と
づ
き
意
見
を
述
べ
よ
、

と
い
う
武
帝
の
要
求
に
応
じ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。

(

３)

・(

４)
・(
５)

・(

６)

・(

７)

・(

８)

・(

９)

の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(

ｂ)

・(

ｃ)

・(

ｅ)

・(

ｄ)

・(

ｆ)

・(

ｇ)

・(

ｈ)

の
策
問
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
で
は

｢

条
奏｣

の
規
則
が
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
董
仲
舒
の
対
策
文
だ
と
見
て

問
題
な
い
で
あ
ろ
う

(�)
。

(

10)

・(

11)

及
び

(

12)
の
内
容
は
一
貫
し
て
教
化
の
重
要
さ
と
効
用
を
述
べ
た
も
の
で
、(

ｉ)

の
策
問
に
対
応
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る

(�)
。(

10)

は
為
政
の
原
理
は
刑
罰
で
は
な
く
道
徳
的
な
教
化
で
あ
り
、｢�
政
を
下
に
用
い
て
、��
の
四
海
を
被
う
を
欲
す
、

故
に
成
り�
き
な
り
。｣

と
、(

ｉ)

の

｢
膏
露
降
り
、
百�
登
り
、
悳
四
海
を
潤
し
、
澤
屮
木
に
臻
り｣

以
下
の
状
態
は
、
徳
教
に
よ
っ

て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。(

11)
で
は
人
君
の

｢

心
を
正
す｣

と
い
う
道
徳
的
な
実
践
か
ら
、｢

萬
民
を
正
す｣

と
い
う
道

徳
的
な
教
化
が
達
成
さ
れ
、
さ
ら
に
は

(

ｉ)

の
状
態
が
実
現
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

(

10)

と

(

11)

の
内
容
は
、
そ

れ
ぞ
れ

｢

臣�
ん
で
春
秋
の
文
を
案
ず
る
に｣

、｢

臣�
ん
で
春
秋
の
一
元
を
謂
う
の
意
を
案
ず
る
に｣

で
始
ま
る

『

春
秋』

解
釈
を
論

拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
春
秋
公
羊
学
者
で
あ
る
董
仲
舒
が
、[
Ｂ]

の
要
求
に
応
え
、
学
術
的
な
根
拠
を
示
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

(

10)

と

(

11)

は

『

春
秋』

解
釈
に
も
と
づ
く
一
般
論
が
中
心
で
あ
る
。(

12)

で
は
こ
れ
に
続
け
て
、｢

今
陛
下
は
貴
く
も
天
子

と
爲
り
、
…
…
誼
主
と
謂
う
可
し
。
然
り
而
し
て
天
地
未
だ
應
ぜ
ず
し
て
美�
至
る
こ
と
莫
き
は
、
何
ぞ
や
。｣

と
あ
る
よ
う
に
、(

ｉ)
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へ
の
直
接
的
な
回
答
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
回
答
は

｢

凡
そ�
化
立
た
ず
し
て
萬
民
正
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り｣

と
、(

10)

・(

11)
と
同
様
に
教
化
の
重
要
さ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

(

12)

は
、
秦
の
暴
政
を
経
た
現
今
は

｢�
俗
は
薄
惡
、
人
民
は�
頑

に
し
て
、
抵
冒
し
殊
扞
す

(�)｣
と
い
う
状
態
に
あ
り
、｢

善
治｣

す
る
に
は
人
民
を

｢

更
め
化｣

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、｢

更
め

化｣

し

｢

善
治｣
す
れ
ば

｢

災
害
日
に
去
り
、�
祿
日
に
來
た
る｣

と
し
て
い
る
。｢

夫
仁
・
誼
・
禮
・
知
・
信｣

以
下
が

(

ｉ)

に

対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に

(

ｉ)

の
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
層
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

(

12)

は

(

ｉ)

の
策
問
に
対
応
し
て
お
り
、
ま
た

(

10)

・(

11)

の
内
容
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

(�)

。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
次

｢
対
策｣

の
各
部
分
は
、
全
て

｢

制
策｣

中
い
ず
れ
か
の
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
第
一
次

｢

対

策｣

は
、[

Ａ]

の

｢

科
ご
と
其
の
條
を
別
に
し
、
猥み
だ

す
こ
と
勿
く�
す
こ
と
勿
か
れ｣

と
い
う
要
求
を
完
全
に
は
満
た
し
て
い
な
い
。

(

ｄ)

に
は

(

６)

が
、(

ｅ)

に
は

(
５)
が
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

｢

條｣

を

｢

猥｣

し
て
い
る
。
ま
た

(

６)

の
内
容
は

(

ｄ)

に
対
応
し
て
い
る
と
同
時
に
、(

ｃ)
に
も
対
応
し
て
お
り
、｢

條｣

を

｢�｣
せ
て
い
る
。
さ
ら
に

(

ｉ)

に
対
応
す
る
部
分

は
長
文
で
、
質
問
へ
の
回
答
が
分
割
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、｢

條｣

を

｢

猥｣

し
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
次

｢

対
策｣

の
全
文
は
、

基
本
的
に

｢

条
奏｣

の
規
則
に
従
っ
て
は
い
る
が
、
完
全
に
は
そ
れ
を
満
た
し
て
い
な
い
。

三
、
第
一
次
・
第
三
次

｢

対
策｣

の
信
頼
性

(

一)

第
一
次

｢

対
策｣

の
信
頼
性

第
一
次

｢

対
策｣

は

｢

条
奏｣

の
規
則
に
完
全
に
は
合
致
し
て
い
な
い
。
し
か
し
形
式
上
の
要
求
を
完
全
に
は
満
た
し
て
い
な
い
こ

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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と
こ
そ
、
第
一
次

｢

対
策｣

が
董
仲
舒
の
呈
上
し
た
対
策
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

武
帝
は
董
仲
舒
の
前
回
の
対
策
文
に
つ
い
て
、
第
三
次

｢

制
策｣

の
中
で

｢

文�
未
だ
極
ま
ら
ず
、
豈
當
世
の
務
め
に
惑
う
か
。
條

貫
竟
ま
ら
ず
、
統
紀
未
だ�
わ
ら
ず
。
意
え
ら
く�
の
明
な
ら
ざ
る
か
、
聽
眩
う
が
若
き
か

(�)

。｣

と
述
べ
て
い
る
。｢

條
貫｣

は
条
理
・

筋
道
、｢

統
紀｣
は
綱
領
・
要
点
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
武
帝
は
前
回
の
対
策
文
が
筋
立
て
ら
れ
て
お
ら
ず
、
要
領
を
得
な
い
こ
と

を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
非
難
に
対
し
、
董
仲
舒
は
第
三
次

｢

対
策｣

で

｢

前
に
上
る�
の
對
、
條
貫
竟
ま
ら
ず
、
統
紀
未

だ�
わ
ら
ず
、
辭
別
白
な
ら
ず
、
指
分
明
な
ら
ず
、
此
れ
臣
淺
陋
の
罪
な
り

(�)

。｣

と
謝
罪
し
て
い
る
。｢

別
白｣

と

｢

分
明｣

は
い
ず
れ

も
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
で
、｢
辭
別
白
な
ら
ず
、
指
分
明
な
ら
ず｣

は

｢

條
貫
竟
ま
ら
ず
、
統
紀
未
だ�
わ
ら
ず｣

を
言
い
直
し

た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
次

｢

対
策｣

は
、
こ
の
よ
う
な
前
回
の
対
策
文
の
不
備
に
対
す
る
謝
罪
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
前
半
部
分
は
、
回
答
に
対
応

す
る
策
問
の
文
章
を

｢

册
に
曰
く｣

以
下
で
繰
り
返
し
て
か
ら
、｢

臣
聞
く｣

と
い
う
語
を
使
用
し
て
そ
の
策
問
へ
の
回
答
を
行
う
と

い
う
、
非
常
に
整
然
と
し
た
体
裁
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
回
の
対
策
文
の
不
備
を
非
難
さ
れ
た
董
仲
舒
が
、
対
策
文
の
形
式
や
筆

法
を
徹
底
的
に
意
識
し
て
著
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い

(�)
。

武
帝
の
見
た
対
策
文
が
十
分
に
筋
立
て
ら
れ
て
お
り
、
要
領
を
得
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、｢

條
貫
竟
ま
ら
ず
、
統
紀
未
だ

�
わ
ら
ず｣

と
い
う
非
難
が
な
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
武
帝
の
見
た
対
策
文
は
、
十
分
に
筋
立
て
ら
れ
た
も
の
で
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
第
一
次

｢

対
策｣

に
は

｢
条
奏｣

の
規
則
に
合
致
し
な
い
部
分
が
散
在
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
第
一
次

｢

対
策｣

は
第
一
次

｢

制
策｣

の
筋
道
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
、｢

條
貫
竟
ま
ら
ず
、
統
紀
未
だ�
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わ
ら｣

な
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
次

｢

対
策｣

は
少
な
く
と
も
武
帝
の
見
た
対
策
文
に
近
い
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
二)

第
三
次

｢

対
策｣

の
信
頼
性

第
三
次

｢

対
策｣
に
つ
い
て
、
整
然
と
し
た
体
裁
を
も
つ
そ
の
前
半
部
分
が
、
董
仲
舒
の
著
し
た
対
策
文
に
ち
が
い
な
い
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
後
半
部
分
は
、
次
の
よ
う
な
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。

陛
下
明
悳
嘉�
有
り
、
世
俗
の
靡
薄
を
愍
れ
み
、
王�
の
昭
ら
か
な
ら
ざ
る
を
悼
む
。
故
に
賢
良
方
正
の
士
を
舉
げ
、
論
誼
考
問

し
、
將
に
仁
誼
の
休�
を
興
し
、
帝
王
の
法
制
を
明
ら
め
、
太�
の�
を
建
て
ん
と
欲
せ
ん
と
す
。
臣
は
愚
か
不�
に
し
て
、
聞

き
し�
を�
べ
、
學
び
し�
を
誦
え
、
師
の
言
に�よ

り
、�わ
ず

か
に
能
く
失
す
る
こ
と
勿
き
の
み
。
乃
ち
政
事
の
得
失
を
論
じ
、
天

下
の
息そ
く�毛もう
を
察
す
る
が
若
き
は
、
此
れ
大
臣
輔
佐
の
職
、
三
公
九�
の
任
に
し
て
、
臣
仲
舒
の
能
く
及
ぶ�
に
非
ざ
る
な
り
。
然

り
而
し
て
臣
竊
か
に
怪
し
む�
有
り
。
…
…

(�)
前
半
部
分
と
は
異
な
り
、
こ
こ
に
は

｢

册
に
曰
く｣
で
始
ま
る
策
問
の
繰
り
返
し
が
な
く
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
後
半
部
分
に
対
応
す

る
策
問
は
、｢

制
策｣

の
中
に
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
福
井
氏
は

｢

陛
下
明
悳
嘉�
有
り｣

か
ら

｢

臣
仲
舒
の
能
く
及
ぶ�
に
非
ざ
る

な
り｣

ま
で
を

｢

結
文｣

と
し
、｢

然
り
而
し
て｣

以
下
の
文
に
つ
い
て
、｢

董
仲
舒
が
武
帝
の
詔
策
に
対
し
て
奉
っ
た
正
式
な
対
策
文

と
は
認
定
し
が
た
い｣

と
述
べ
て
い
る

(�)
。｢

然
り
而
し
て｣

以
下
の
文
が
、
福
井
氏
の
言
う
よ
う
に

｢

制
策｣

と
関
わ
り
の
な
い
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
皇
帝
に
前
回
の
対
策
文
の
不
備
を
非
難
さ

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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れ
、
冒
頭
で
謝
罪
し
な
が
ら
、
そ
の
対
策
文
の
中
で
再
び
不
備
を
繰
り
返
す
な
ど
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し

｢

然
り
而
し
て｣

以
前
の
文
は
、｢

制
策｣

の

｢

今
子
大
夫�
已
に
大�
の
極
を�
し
、
治
亂
の
端
を
陳
べ
り
。
其
れ
之
を

悉
く
し
之
を
究
め
、
之
を

孰
つ
ま
び
ら
か
に
し
之
を
復も
う

せ

(�)
。｣

と
い
う
文
に
、
完
全
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、｢

陛
下
明

悳
嘉�
有
り｣
か
ら

｢�
か
に
能
く
失
す
る
こ
と
勿
き
の
み｣

ま
で
は

｢

今
子
大
夫�
已
に
大�
の
極
を�
し
、
治
亂
の
端
を
陳
べ
り｣

に
、｢

乃
ち
政
事
の
得
失
を
論
じ｣

か
ら

｢

臣
仲
舒
の
能
く
及
ぶ�
に
非
ざ
る
な
り｣

ま
で
は

｢

其
れ
之
を
悉
く
し
之
を
究
め
、
之
を

孰
に
し
之
を
復
せ｣

に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
謙
辞
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

董
仲
舒
は
第
一
次

｢

対
策｣
で

｢

王�｣
の

｢�｣
を
言
い
、｢

治
亂
廢
興
は
己
に
在
り｣

と
述
べ
た
。｢

今
子
大
夫�
已
に
大�
の

極
を�
し
、
治
亂
の
端
を
陳
べ
り｣
と
は
こ
れ
を
指
す
で
あ
ろ
う
。｢

其
れ
之
を
悉
く
し
之
を
究
め
、
之
を
孰
に
し
之
を
復
せ｣

と
は
、

政
道
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
董
仲
舒
は
前
者
に
対
し
、
自
分
は
武
帝
の
高
邁
な
理
想
に
も
と
づ
く
策

問
に
応
じ
、
師
説
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
へ
り
く
だ
り
、
後
者
に
対
し
て
は
、
政
事
や
天
下
の
こ
と
は
朝
廷
高
官
の
職
務

で
あ
り
、
自
分
ご
と
き
の
能
力
で
は
追
い
つ
か
な
い
と
卑
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、｢

然
り
而
し
て｣

以
下
の
文
は
、｢

今
子
大
夫�
已
に
大�
の
極
を�
し｣

以
下
の
要
求
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
見
る
こ

と
が
で
き
る

(�)
。
董
仲
舒
は
こ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
は
、
自
分
の
能
力
の
及
ば
な
い
こ
と
だ
と
、
ひ
と
ま
ず
謙
遜
す
る
。
こ
こ
で

｢

臣

聞
く｣

と
い
う
語
か
ら
答
問
を
始
め
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

｢

然
り
而
し
て
臣
竊
か
に
怪
し
む�
有
り｣

と
い
う
語
を
用

い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

然
り
而
し
て｣

以
下
の
文
は
、
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
部
分
は
、
治
世
を
致
す
支
配
階
級
の
在
り
方
を
具
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体
的
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
治
世
を
致
す
に
は
、
支
配
階
級
が

｢

上
天
の
理｣

、｢

太
古
の
道｣

に
法
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
は
古
に
く
ら
べ
乱
れ
衰
え
て
お
り
、
そ
れ
は

｢

天
の
理｣

、｢

古
の
道｣

に
背
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
天
は
牙
を
与
え
た
物
に

は
角
を
与
え
ず
、
翼
を
付
け
た
物
に
は
足
を
二
本
し
か
与
え
な
い
。
つ
ま
り
大
き
な
利
点
を
受
け
る
者
は
、
小
さ
な
利
点
を
得
ら
れ
な

い
と
い
う
の
が

｢
天
の
理｣

で
あ
る
。
官
僚
は
農
業
や
商
業
を
行
っ
て
民
衆
の
利
益
を
奪
っ
た
り
せ
ず
、
民
衆
の
教
化
に
専
心
し
た
と

い
う
古
代
の
政
道
が

｢
古
の
道｣

で
、
こ
れ
は

｢

天
の
理｣

の
人
間
に
お
け
る
現
れ
で
あ
る

(�)

。
第
二
の
部
分
は
、『

春
秋
公
羊
伝』

の

｢

大
一
統｣

思
想
に
も
と
づ
い
た
、
儒
学
一
尊
政
策
の
提
言
で
、
こ
れ
も
治
世
を
致
す
具
体
的
な
方
策
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
部
分
は
、｢

今
子
大
夫�
已
に
大�
の
極
を�
し｣

以
下
の
要
求
に
、
内
容
上
よ
く
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
三
次

｢

対
策｣

の
後
半
部
分
は
、
形
式
上

｢

条
奏｣

の
規
則
が
守
ら
れ
て
お
り
、
内
容
上
も
第
三
次

｢

制
策｣

の
該
当
部
分
と
よ

く
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
後
半
部
分
も
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
て
問
題
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
第

一
次

｢

対
策｣

と
同
じ
よ
う
に
、
第
三
次

｢
対
策｣

も
基
本
的
に
全
文
が
董
仲
舒
の
著
し
た
対
策
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

の
検
討

(

一)

問
題
の
所
在

第
二
次

｢

対
策｣

の
真
偽
問
題
は
、
第
二
次

｢

対
策｣

で
言
わ
れ
る
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
起
点
と
し
、
こ
れ
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
平
井
氏
は
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
、
早
く
と
も
元
朔
三
年

(

前
一
二
六)

以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
、
こ
の
記
述
が

｢

対
策｣

の

｢

年
代
考
察
上
の
他
の
諸
点｣

と
矛
盾
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
起
点
と
し
、
第
二
次

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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｢
対
策｣

に
は
他
に
も
疑
問
と
な
る
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を

｢

後
人
の
擬
作｣

で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。

ま
た
福
井
氏
は
第
二
次

｢

対
策｣

に
つ
い
て
、｢

同
一
の
対
策
内
に
お
い
て
、
年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の
発
言
が
、

同
時
に
行
わ
れ
て
い
る｣

と
述
べ
て
い
る
。｢

年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の
発
言｣

と
は
、｢

康
居
の
帰
誼｣

と
、｢

孝
廉

に
酷
似
し
た
人
材
察
挙
の
実
施｣

の
献
言
で
あ
る

(�)
。
福
井
氏
は
前
者
は
早
く
と
も
元
光
二
年

(

前
一
三
三)

、
後
者
は
遅
く
と
も
建
元
六

年

(

前
一
三
五)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
矛
盾
・
齟
齬
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て

｢『

漢
書』

の
成
立
以
前
に
存
在
し
、
そ
の

董
仲
舒
伝
の
母
胎
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
一
定
の
祖
本｣

が
あ
っ
た
と
想
定
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
董
仲
舒
の
死
後
に

｢

門
弟
や
亜

流
に
よ
っ
て
整
理
纂
輯
さ
れ
た
史
料｣

で
あ
る

｢

董
仲
舒
書｣

の
存
在
を
推
定
し
た
上
で
、｢

元
来
、
そ
れ
は
董
仲
舒
と
は
全
く
関
係

の
な
い
作
品
で
、
彼
以
外
の
別
人
の
対
策
を
彼
に
仮
託
し
て
、
そ
れ
を

｢

董
仲
舒
書｣

に
収
録
し
た
蓋
然
性
も
否
定
で
き
な
い
。｣

と

述
べ
て
い
る

(�)
。

(

二)

竄
入
・
別
文
説
の
検
討

で
は
康
居
の

｢��
歸
誼｣

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
第
二
次

｢

対
策｣

を
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
わ
る
意
見
に
、
竄
入
・
別
文
説
が
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
佐
川
氏
は
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
後
人
の

竄
入
と
見
な
し
た
。
た
だ
福
井
氏
は
、『

史
記』

や

『

漢
書』

な
ど
漢
代
の
作
品
か
ら
多
く
の
原
典
を
例
示
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

皇
帝
の�
威
徳�
や
武
力
が
海
外
に
行
き
渡
り
、
四
夷
の
賓
服
し
て
き
た
こ
と
を
自
画
自
賛
す
る
さ
い
に
、
当
時
、
抽
象
的
な
表
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現
を
使
用
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
が
実
在
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
む
し
ろ
具
体
的
な
地
域
名
や
部
族
名
を
連
記
す
る
筆
法
が
、

よ
り
多
用
化
し
、
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

(�)

。

第
二
次

｢
対
策｣

で
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
述
べ
る
部
分
は
、｢

至�
昭
然
と
し
て
、
方
外
に
施
せ
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
武
帝

の
至
徳
が
輝
き
、
国
外
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
賛
美
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
漢
代
で
は
こ
う
し
た
場
合
に
福
井
氏
の
言
う
よ
う
な
筆

法
が
多
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
武
帝
を
賛
美
す
る
文
章
の
中
で

｢

夜�
・
康
居｣

と
異
域
の
部
族
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
、
何
ら
不
審
な
点
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、｢

康
居
を
後
人
が
竄
入
し
た｣

と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
こ
れ
も
上
述
し
た
よ
う
に
、
浅
野
氏
は
第
二
次

｢

制
策｣

の
中
に
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
言
う
一
文
と
そ
の
前
後
の
文
に

対
応
す
る
策
問
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
部
分
を

｢

後
に
挿
入
さ
れ
た
別
文｣

と
し
、
そ
れ
以
外
を
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
し
て
い

る
。
た
だ
こ
の
部
分
は
、
皇
帝
の
英
明
や
至
徳
を
賛
美
す
る
文
章
で
あ
る
。
皇
帝
を
賛
美
す
る
文
章
で
、｢

制
策｣

中
に
直
接
対
応
す

る
部
分
の
な
い
も
の
は
、
第
一
次

｢

対
策｣
の
中
に
も
存
在
す
る
。

今
陛
下
は
貴
く
も
天
子
と
爲
り
、
富
は
四
海
を
有
ち
、
致
す
を
得
る
の
位
に
居
り
、
致
す
可
き
の
勢
を
操
り
、
又
能
く
致
す
の
資

有
り
、
行
高
く
し
て
恩
厚
く
、
知
明
に
し
て
意
美
し
く
、
民
を
愛
し
て
士
を
好
む
。
誼
主
と
謂
う
可
し
。

こ
の
武
帝
を
賛
美
す
る
文
章
は
、
こ
こ
に
続
く

｢

然
り
而
し
て
天
地
未
だ
應
ぜ
ず
し
て
美�
至
る
こ
と
莫
き
は
、
何
ぞ
や
。｣

以
下

の
部
分
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
章
が

｢

然
り
而
し
て｣

以
下
で
の
武
帝
の
策
問
に
対
す
る
回
答
を
ス

ム
ー
ズ
に
導
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
次

｢
対
策｣

は
武
帝
の
見
た
対
策
文
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
中
に
こ
う
し
た
事
例
が
あ
る
以
上
、
第
二
次

｢

対
策｣

に
見
え
る
皇
帝
賛
美
の
文
章
も
、
対
応
す
る
策
問
事
項
が
な
い
こ

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て

深
川

第
九
十
五
巻

19

一
九



と
を
理
由
に
は
、
簡
単
に

｢

後
に
挿
入
さ
れ
た
別
文｣

だ
と
判
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
武
帝
賛
美
の
文
章
に
続
く

｢

然
り
而
し
て｣

以
下
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は

｢

天
地
未
だ
應
ぜ
ず
し
て
美

�
至
る
こ
と
莫
し｣

と
い
う
現
今
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
提
言
で
あ
る
。
そ
し
て
前
節
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
第
三
次

｢

対
策｣

に
も

｢

陛
下
明
悳
嘉�
有
り
、
…
…
太�
の�
を
建
て
ん
と
欲
せ
ん
と
す
。
…
…
然
り
而
し
て
臣
竊
か
に
怪
し
む�
有
り
。｣

と
あ
っ

た
。
こ
こ
で
の
武
帝
賛
美
は

｢

制
策｣

の
内
容
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
第
三
次

｢

対
策｣

で
も
武
帝
を
賛
美
し
た
後
、

自
己
を
卑
下
す
る
謙
辞
を
は
さ
み
、｢

然
り
而
し
て｣

以
下
で
、｢

古
を
以
て
今
に
準
え
る
に
、
壹
に
何
ぞ
相�
ば
ざ
る
の�
き
や
。
安

く
ん
ぞ���び
ゅ
う
れ
い
し
て
陵
夷
す
る�
是
く
の
若
き

(�)
。｣

と
い
う
現
今
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
方
策
が
献
言
さ
れ
て
い
る
。

第
一
次
・
第
三
次

｢

対
策｣

の
こ
う
し
た
事
例
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、｢

対
策｣

中
の
武
帝
を
賛
美
す
る
文
章
は
、
策
問
に
応
じ

て
現
今
の
問
題
に
対
し
発
言
す
る
際
の
、
前
置
き
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欠
点
を
指
摘
し
て
改
善

を
促
す
前
に
、
ま
ず
相
手
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
浅
野
氏
が

｢

後
に
挿
入
さ
れ

た
別
文｣

と
判
断
す
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
部
分
の
構
成
が
、
第
一
次
・
第
三
次

｢

対
策｣

の
武
帝
賛
美
の
事
例
と
酷
似
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、｢

今
陛
下
は
天
下
を�
有
し
、
…
…
此
れ
太�
の
致
り
な
り
。｣

の
後
に
、｢

然
り
而
し
て
功
百
姓

に
加
わ
ら
ざ
る
は
、
殆
ど
王
心
未
だ
加
わ
ら
ざ
る
な
り

(�)
。｣

と
い
う
一
文
が
続
い
て
い
る
。

こ
こ
で
も
皇
帝
を
賛
美
し
た
後
、｢

然
り
而
し
て｣

以
下
で
、｢
功
百
姓
に
加
わ
ら
ず｣

と
い
う
現
今
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
の
、

太
学
設
置
や
任
官
制
度
改
革
と
い
っ
た
具
体
的
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

｢

今
陛
下
は
天
下
を�
有
し｣

か
ら

｢

此
れ
太�

の
致
り
な
り｣

ま
で
は
、
現
今
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
の
前
置
き
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
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こ
の
部
分
は

｢

後
に
挿
入
さ
れ
た
別
文｣

で
は
な
く
、
も
と
も
と
第
二
次

｢

対
策｣

に
存
在
す
る
文
章
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

三)

康
居
の

｢��
歸
誼｣

の
記
述
可
能
年
代

な
ら
ば
康
居
の

｢��
歸
誼｣

は
、｢

対
策｣

の
年
代
考
察
に
関
わ
る
他
の
諸
点
と
、
矛
盾
を
来
す
と
考
え
る
以
外
な
い
記
述
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を

｢

誇
飾｣

と
し
て
、
第
二
次

｢

対
策｣

を
全
て
董
仲
舒
の
対
策

文
と
す
る
冨
谷
氏
の
見
解
で
あ
る
。
冨
谷
氏
は

｢

巴
蜀
の
民
に
喩
告｣

す
る
檄
文
中
の
記
載
に
注
目
し
た
が
、
王
先
謙
は

『

漢
書
補
注』

で
こ
の
記
載
に
注
し
、｢

巴
蜀
に
喩
す
の
時
、
西
域
・
康
居
疑
う
ら
く
は�
未
だ
中
國
に�
ぜ
ず
。
乃
ち
相
如
夸�
の
辭
な
り
。
或
い

は
其
の
時
偶
た
ま�
貢
の
事
有
る
も
、
史
に
明
文
無
き
か

(�)
。｣

と
言
う
。

｢

巴
蜀
の
民
に
喩
告｣

す
る
檄
文
の
年
代
に
つ
い
て
、
冨
谷
氏
は
建
元
六
年
と
し

(�)
、
福
井
氏
は
不
明
と
し
て
い
る

(�)

。
康
居
の

｢��

歸
誼｣

以
外
の

｢

対
策｣

の
年
代
考
察
に
関
わ
る
諸
点
は
、｢

対
策｣

が
武
帝
初
期
か
つ
建
元
六
年
以
降
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る

(�)
。
ゆ
え
に
こ
の
檄
文
が
出
さ
れ
た
の
が
建
元
六
年
な
ら
ば
、
そ
れ
が

｢�
貢
の
事｣

に
も
と
づ
く
記
述
で
あ
る
と

｢

夸�
の
辭｣

で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
人
材
登
用
制
度
の
献
言
と
年
代
的
に
矛
盾
す
る
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、
建
元
六
年
以
前
に
康
居
の

｢�
貢｣

と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
第
二
次

｢

対
策｣

中
で
言
わ
れ
る
康
居
の

｢��
歸
誼｣

も
そ
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
、｢

夸�
の
辞｣

だ
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
建
元
六

年
以
前
に
康
居
が
漢
朝
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る

(�)
。

『

史
記』

西
南
夷
列
伝
に
よ
れ
ば
、
建
元
六
年
、
唐
蒙
が
武
帝
に
夜
郎
に
官
吏
を
置
く
こ
と
を
進
言
し
た
。
こ
れ
が
許
さ
れ
中
郎
将

董
仲
舒

｢

賢
良
対
策｣

の
信
頼
性
に
つ
い
て
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に
任
命
さ
れ
た
唐
蒙
は
、
夜
郎
へ
入
っ
て
夜
郎
侯
と
会
見
し
、
漢
の
吏
を
置
く
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。
そ
し
て

『

史
記』

司
馬
相
如
列

伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
唐
蒙
は
巴
蜀
の
吏
卒
千
人
を
徴
発
し
、
そ
の
た
め
巴
郡
・
蜀
郡
も
食
糧
輸
送
の
人
員
を
一
万
人
以
上
徴
発
し

た
が
、
唐
蒙
が
軍
法
に
よ
っ
て
反
抗
者
の
リ
ー
ダ
ー
を
処
刑
し
た
の
で
、
巴
蜀
の
民
衆
は
大
い
に
驚
き
恐
れ
た
。
武
帝
は
こ
れ
を
聞
き
、

司
馬
相
如
を
派
遣
し
て
唐
蒙
を
譴
責
さ
せ
、
ま
た
巴
蜀
の
民
衆
に
そ
れ
が
自
分
の
意
志
で
な
い
こ
と
を
諭
さ
せ
た
。｢

巴
蜀
の
民
に
喩

告｣

す
る
檄
文
は
こ
の
と
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
建
元
六
年
か
そ
れ
以
降
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
檄
文
が
出
さ
れ
た
の
は
、
建
元
六
年
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
翌
年
以
降
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
関
鍵
と
な
る
の
は
、
武

帝
が
司
馬
相
如
を
巴
蜀
へ
派
遣
す
る
発
端
と
な
っ
た
、
唐
蒙
に
よ
る
巴
蜀
の
吏
卒
千
人
徴
発
の
時
期
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が

唐
蒙
の
夜
郎
へ
入
る
途
上
な
ら
、
檄
文
の
発
布
は
建
元
六
年
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
夜
郎
へ
入
っ
て
か
ら
後
で
あ
れ
ば
、
建
元
六
年
で

あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

巴
蜀
の
民
に
喩
告｣

す
る
檄
文
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
唐
蒙
の
徴
発
は
夜
郎
へ
入
る
途
上
で
行
わ
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
。

夫
れ
順
わ
ざ
る�
は
已
に
誅
す
れ
ど
も
、
善
を
爲
す�
は
未
だ
賞
せ
ず
。
故
に
中�
將
を�
り
往
い
て
之
を
賓
す
。
巴
蜀
士
民
各

お
の
五
百
人
を
發
し
、
以
て�
帛
を
奉
じ
、
使�
の
不
然
を
衞
ら
し
む
。
…
…
今
聞
く
、
其
れ
乃
ち
軍
を
發
し
制
を
興
し
て
、
子

弟
を
驚
懼
し
、
長
老
を
憂
患
し
、
郡
又
擅
ら
爲
に
粟
を
轉
じ
て��
す
と
。
皆
陛
下
の
意
に
非
ざ
る
な
り

(�)

。

ま
た
武
帝
が
司
馬
相
如
を
派
遣
し
て
唐
蒙
を
譴
責
さ
せ
、
巴
蜀
の
民
を
諭
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
蒙
は
譴
責
を
受
け
、

司
馬
相
如
が
事
態
を
収
拾
す
る
ま
で
、
夜
郎
へ
向
け
出
発
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、｢

巴
蜀
の
民
に
喩
告｣

す
る

檄
文
は
唐
蒙
が
夜
郎
へ
入
る
以
前
の
も
の
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唐
蒙
が
夜
郎
侯
に
漢
の
吏
を
置
く
こ
と
を
約
束
さ
せ
、
都
へ
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帰
っ
た
の
も
建
元
六
年
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
檄
文
は
当
然
、
建
元
六
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
推
論
に
大

過
な
い
と
す
れ
ば
、
康
居
は
建
元
六
年
以
前
に
、
す
で
に
漢
朝
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

建
元
六
年
以
前
に
、
康
居
の

｢�
貢｣

と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
康
居
は
建
元
六

年
以
前
に
漢
朝
に
関
知
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、｢

対
策｣

の
年
代
考
察
に
関
わ
る
他
の
諸
点
が
、
武
帝
初
期
か
つ
建
元
六
年
以
降

を
示
し
て
い
て
も
、
ま
た
第
二
次

｢

対
策｣

中
の
人
材
登
用
制
度
の
献
言
が
、
福
井
氏
の
言
う
よ
う
に
建
元
六
年
以
前
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
も
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

と
い
う
記
述
が
そ
れ
ら
と
矛
盾
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
康
居
の

｢��
歸

誼｣

と
い
う
表
現
が
建
元
六
年
以
前
に
な
さ
れ
得
た
以
上
、｢

夜�
・
康
居
は
、
殊
方
萬
里
な
れ
ど
も
、�
を�
び
て
誼
に
歸
す
。｣

と

い
う
一
文
は
、
年
代
的
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

五
、
第
二
次

｢

対
策｣
の
信
頼
性

第
二
次

｢

対
策｣

で
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

だ
け
で
は
な
い
。｢

孔
子
春
秋
を
作
り
、
先
ず
王
を
正
し
て
萬

事
に�
け
、
素
王
の
文
を
見
せ
り

(�)
。｣

と
い
う
一
文
も
、
平
井
氏
に
よ
っ
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る

(�)
。
平
井
氏
は

『

漢
書
補
注』

に
見
え

る
王
先
慎
の
以
下
の
よ
う
な
説
に
従
い
、
こ
の
一
文
を

｢

後
代
の
附
会
竄
入｣

と
見
な
す
。

董
子
は
生
ま
れ
て
西�
に
當
た
り
、
必
ず
素
王
を
以
て
孔
子
の
自
稱
と
爲
さ
ず
。
…
…
緯
書
出
て
自
り
、�
に
孔
子
自
ら
素
王
を

號
す
の�
有
り
。
東�
之
を
宗
と
し
、�
種
流
傳
す
。
誣
董
子
に
及
ぶ
は
、
緯
書
俑
を
作
る
な
り

(�)
。

確
か
に
、
問
題
視
さ
れ
る
一
文
は
孔
子
が
素
王
、
す
な
わ
ち
王
位
の
な
い
王
と
し
て

『

春
秋』

を
作
っ
た
と
読
め
る
。
し
か
し
こ
う

董
仲
舒

｢

賢
良
対
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い
て
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し
た
思
想
は
、
緯
書
の
出
現
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。『

淮
南
子』

主
術
訓
に
は
孔
子
が
素
王
と
な
り

『

春
秋』

で
王

道
を
完
成
し
た
と
あ
り
、『

説
苑』

貴
徳
に
は
孔
子
が

『

春
秋』

を
作
っ
て
素
王
の
道
を
明
ら
か
に
し
た
と
あ
る
。『

淮
南
子』

は
董
仲

舒
と
同
時
代
の
淮
南
王
・
劉
安

(

前
一
七
九
―
前
一
二
二)

が
、
そ
の
幕
下
の
学
者
た
ち
に
編
纂
さ
せ
た
作
品
で
、『

説
苑』

は
董
仲
舒

に
や
や
遅
れ
る
劉
向

(

前
七
七
―
前
六)

が
、
先
秦
・
漢
代
の
書
物
か
ら
故
事
を
採
録
し
て
編
纂
し
た
説
話
集
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
緯

書
の
出
現
以
前
の
書
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
王
先
慎
の
説
は
成
り
立
た
ず
、
問
題
の
一
文
を

｢

後
代
の
附
会
竄
入｣

と
見
な
す
根

拠
も
な
い
こ
と
に
な
る

(�)
。

ま
た
福
井
氏
に
よ
れ
ば
、
第
二
次

｢

対
策｣

の
前
半
部
分
を

｢

董
仲
舒
に
関
連
す
る
対
策
と
見
な
す
こ
と
に
は
、
形
式
的
に
は
も
ち

ろ
ん
、
内
容
的
に
も
支
障
は
な
い｣
。
ま
た
、｢

文
書
的
視
点
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
第
二
策
の
後
半
部
も
ま
た
董
仲
舒
の
対
策
の
一

部
と
見
な
し
て
、
支
障
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。｣

し
か
し
そ
こ
に
は
、｢

そ
の
対
策
の
形
式
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の

答
問
の
内
容
に
数
多
く
の
不
合
理
な
点
が
見
出
さ
れ
る

(�)｣
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は

｢

現

｢

今｣

を
直
視
し
、
…
…
そ
の
暗
鬱
な
世
相

を
剔
出
す
る
言
辞
が
点
綴｣

さ
れ
て
お
り
、
ま
た

｢
年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の
発
言
が
、
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る｣

。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
次

｢

対
策｣

で

｢

年
代
的
に
絶
対
に
両
立
し
な
い
二
種
類
の
発
言
が
、
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る｣

と

考
え
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
第
二
次

｢

対
策｣

の
後
半
部
分
に
は
、
福
井
氏
の
言
う
よ
う
に
、
現
今
を
問
題
と
す
る
発
言
が
散
見
さ
れ

る
。
し
か
し
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
て
間
違
い
な
い
第
三
次

｢

対
策｣

の
前
半
部
分
に
も
、
そ
う
し
た
言

辞
は
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
、
第
二
次

｢

対
策｣

の
後
半
部
分
に
散
見
さ
れ
る
現
今
を
問
題
と
す
る
発
言
は
、｢

不
合
理
な
点｣

と
は
言

え
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
発
言
を
含
む
こ
と
は
、
第
二
次

｢
対
策｣

が
董
仲
舒
の
対
策
文
で
あ
る
蓋
然
性
を
示
し
て
い
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る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
董
仲
舒
が
そ
う
し
た
発
言
を
す
る
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る

(�)
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
第
二
次

｢

対
策｣

は
形
式
上
も
内
容
上
も
、
董
仲
舒
の
著
し
た
対
策
文
と
考
え
て
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
第
二
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

は
、『

漢
書』

董
仲
舒
伝
の
中
で
密
接
に
関
連
し
て
い
る
第
一
次

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

と
第
三
次

｢

制
策｣
・｢
対
策｣

の
間
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
最
大
の
難
問
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
確
か

な
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
現
存
す
る
資
料
か
ら
は
、
第
二
次
の

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

が
最
初
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
第
一

次
・
第
三
次
の

｢

制
策｣

・｢
対
策｣

が
あ
っ
た
と
い
う
佐
川
氏
・
冨
谷
氏
・
浅
野
氏
の
意
見

(�)

に
、
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
だ
け
で

あ
る
。

第
二
次

｢

対
策｣

は
形
式
上

｢

条
奏｣
の
規
則
が
守
ら
れ
て
お
り
、
内
容
上
も
第
二
次

｢

制
策｣

と
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
前
節
で

論
じ
た
よ
う
に
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

は
年
代
的
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
記
述
で
は
な
い
。
そ
し
て
本
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
井

氏
や
福
井
氏
が
問
題
視
す
る
そ
の
他
の
部
分
も
、
問
題
と
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
董
仲
舒
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
と
さ
え
言
え

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『

漢
書』

董
仲
舒
伝
で
の

｢

制
策｣

・｢

対
策｣

の
配
列
に
疑
問
が
残
る
と
し
て
も
、
第
二
次

｢

対

策｣

を

｢

後
人
の
擬
作｣

や

｢

董
仲
舒
と
は
全
く
関
係
の
な
い
作
品｣

と
ま
で
想
定
す
る
必
要
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
第
二
次

｢

対
策｣

は
、
董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

董
仲
舒

｢
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お

わ

り

に

第
一
次

｢
対
策｣

に
は

｢

条
奏｣

の
規
則
に
従
わ
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
第
一
次

｢

対
策｣

が
武
帝
の
見
た
対
策
文

に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
三
次

｢

対
策｣

は
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
問
題
な
く
、
ま
た
第
二
次

｢

対
策｣

に

見
え
る
康
居
の

｢��
歸
誼｣

と
い
う
表
現
は
、
建
元
六
年
以
前
に
な
さ
れ
得
た
も
の
で
、｢

対
策｣

が
年
代
的
な
不
協
和
音
を
も
つ

と
考
え
る
必
要
も
な
い
。
そ
し
て

｢

対
策｣

に
は
不
合
理
と
見
る
べ
き
内
容
も
存
在
し
な
い
。
本
稿
の
こ
う
し
た
考
察
結
果
か
ら
す
れ

ば
、
福
井
氏
の
言
う
よ
う
に

｢
董
仲
舒
書｣

が
存
在
し
、
班
固
が
そ
れ
を
底
本
に

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
を
編
集
し
た
の
だ
と
し
て
も
、

｢

全
三
策
は
す
べ
て
董
仲
舒
自
身
の
手
筆
に
な
る
対
策
で
は
な
く
、
一
部
は
そ
の
学
派
に
よ
る
後
世
の
附
会
で
あ
る

(�)｣

と
い
う
結
論
を

導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

董
仲
舒
が
武
帝
の
策
問
に
奉
答
し
た
対
策
文
が
、『

漢
書』

に
収
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
、
文
字
の
省
略
や
要
約
な
ど
、
何
ら
か
の

改
変
を
受
け
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
今
日
に
伝
わ
る

｢

対
策｣

は
、
基
本
的
に
董
仲
舒
の
著
し
た
対
策
文
で
あ
る
蓋
然

性
が
か
な
り
高
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
結
論
は
、
限
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
漢
代
史
の
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る

｢

儒
教
国
教
化｣

問
題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
限
定

的
と
い
う
の
は
、
上
述
し
た
よ
う
に

｢

儒
教
国
教
化｣

を
め
ぐ
る
議
論
が
紛
糾
す
る
主
な
原
因
は

｢

国
教
化｣

の
内
容
の
不
明
確
さ
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、｢

対
策｣

の
真
偽
そ
の
も
の
は

｢

国
教
化｣

の
内
容
を
規
定
す
る
事
柄
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。｢

儒
教
国
教

化｣

問
題
を
決
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も

｢

国
教
化｣

な
る
語
は
一
義
的
な
定
義
が
可
能
な
の
か
、
可
能
だ
と
す
れ
ば
ど
う
一
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義
的
に
定
義
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
一
義
的
に
定
義
す
る
の
が
良
い
の
か
、
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
真
剣
な
議

論
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

儒
教
国
教
化｣

と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
に
定
義
さ
れ
る
が
、
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
全
く
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
一
つ
は
、
儒
学
が
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
支
配
体
制
の
下
で
、
権
威
あ
る
教
学
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は

｢

官
学

化｣

と
い
う
言
葉
で
も
表
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
儒
学
が
そ
う
し
た
支
配
体
制
を
根
拠
づ
け
、
ま
た
そ
の
体
制
を
含
む
社
会
全
体
を

教
導
す
る
教
説
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
儒
学
は
、
前
者
で
は
体
制
に
よ
っ
て
権
威
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
後
者
で
は
体
制
を
権
威
化

す
る
も
の
と
し
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
。

｢

対
策｣

が
全
て
董
仲
舒
の
対
策
文
だ
と
す
る
と
、
第
一
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
、｢

対
策｣

が

｢

儒
教
国
教
化｣

に
直
接
影
響

し
た
と
見
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
武
帝
初
年
、
儒
学
は
実
際
に
あ
る
程
度
権
威
が
承
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
で

詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、｢

対
策｣

全
体
か
ら
は
あ
る
思
想
体
系
が
見
て
取
れ
、
そ
れ
は
儒
学
が
皇
帝
支
配
体
制
に
呼
応
し
て
構
築

し
た
最
初
の
体
系
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
の
意
味
に
お
い
て
は
、｢

対
策｣

の
真
偽
が
ど
う
で
あ
れ
、｢

対
策｣

が

｢

儒
教
国
教
化｣

に
直
接
影
響
し
た
と
見
る
の
は
根
本
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
研
究
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ

う
し
た
状
況
が
現
実
の
も
の
と
な
る
の
は
、
い
か
に
早
く
と
も

｢
対
策｣

が
著
さ
れ
た
武
帝
初
期
か
ら
お
よ
そ
百
年
も
隔
た
っ
た
、
元

帝
期

(

前
四
八
―
前
三
三)

だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
の
考
察
結
果
は
、｢

儒
教
国
教
化｣

が
第
一
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、｢

儒
教
国
教
化｣

問
題
に
直
接

的
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

｢

対
策｣

全
体
か
ら
見
て
取
れ
る
体
系
的
な
思
想
は
、｢

儒
教
国
教
化｣

問
題
と
は
関
係
な
く
、
そ
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仲
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｢

賢
良
対
策｣

の
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れ
自
体
先
人
の
優
れ
た
思
想
活
動
の
成
果
と
し
て
、
ま
た
以
後
の
儒
学
の
有
力
な
源
流
の
一
つ
と
し
て
、
軽
視
で
き
な
い
重
要
な
意
義

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
の
考
察
に
大
き
な
誤
り
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、『

漢
書』

董
仲
舒
伝
所
載
の

｢

賢
良
対
策｣

は
、

信
頼
で
き
る
資
料
と
し
て
、
少
な
く
と
も
董
仲
舒
の
哲
学
・
思
想
、
及
び
そ
の
後
の
中
国
の
哲
学
・
思
想
や
制
度
・
文
化
の
研
究
を
行

う
上
で
、
極
め
て
高
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
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註

(

１)

董
仲
舒
の
生
没
年
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
福
井
重
雅
氏
は

国
内
外
三
十
数
篇
の
関
係
論
文
を
列
挙
し
、
董
仲
舒
の
生
没
年
に
つ

い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、｢

遺
存
の
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、

董
仲
舒
の
生
年
と
没
年
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。｣

と

言
い
、｢

董
仲
舒
は
、
…
…
恐
ら
く
高
祖
・
呂
后
年
間
に
出
生
し
、
…
…

武
帝
晩
期
に
属
す
る
時
代
に
死
去
し
て
い
る
。
…
…
董
仲
舒
の
生
没

年
代
は
、
こ
れ
を�
不
詳�
と
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
妥
当
な
結
論｣

だ
と
し
て
い
る
。
福
井
重
雅

『

漢
代
儒
教
の
史
的
研
究
―
儒
教
の
官

学
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
検
討
―』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五)
、
三

八
七
―
四
〇
四
頁
参
照
。

(

２)

以
下

｢

賢
良
対
策｣

を

｢

対
策｣

と
表
記
す
る
。

(

３)

以
下

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
所
載
の
武
帝
の
制
策
を

｢

制
策｣

と

表
記
す
る
。

(

４)

こ
う
し
た
見
方
は
日
本
に
お
け
る
近
代
的
な
中
国
哲
学
・
思
想

研
究
の
草
創
期
か
ら
、
中
国
哲
学
・
思
想
史
に
お
け
る
常
識
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
遠
藤
隆
吉

『

支
那
哲
学
史』

(

金
港
堂
、
一
九
〇
〇)

、

一
九
五
頁
、
同

『

支
那
思
想
発
達
史』

(

冨
山
房
、
一
九
〇
四)

、
二

八
二
頁
、
中
内
義
一

『

支
那
哲
学
史』

(

博
文
館
、
一
九
〇
三)

、
一

六
〇
―
一
六
二
頁
、
高
瀬
武
次
郎

『

支
那
哲
学
史』

(

文
盛
堂
、
一

九
一
〇)

、
四
一
六
―
四
一
七
頁
、
宇
野
哲
人

『

支
那
哲
学
史
講
話』

(

大
同
館
、
一
九
一
四)

、
二
二
六
頁
な
ど
参
照
。

(

５)

註

(

４)

中
内
前
掲
書
に

｢

支
那
に
於
て
、
儒
学
を
国
教
と
な

し
、
儒
術
を
以
て
士
を
取
る
こ
と
、
実
に
此
に
始
ま
る
。｣

(

一
六
二

頁)

と
あ
る
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

｢

国
教｣

と
い
う
言
葉

を
用
い
て
武
帝
期
の
儒
学
一
尊
を
表
現
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
な

お
本
稿
で
は
、｢

儒
教
国
教
化｣

と
い
う
言
葉
は
広
く
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
そ
の
ま
ま
用
い
る
が
、
そ
の
他
の
場
合
は

｢

儒
教｣

で
は
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な
く

｢

儒
学｣

の
呼
称
を
用
い
る
。

(
６)
及
仲
舒
對
册
、
推
明
孔
氏
、
抑
黜
百
家
。
立
學
校
之
官
、
州
郡

舉
茂
材
・
孝�
、
皆
自
仲
舒
發
之
。

(

７)

例
え
ば
、
平
井
正
士
氏
は

｢

西
漢
唯
一
の
純
儒
董
仲
舒
、
そ
の

一
代
の
名
論
高
議
に
感
動
し
、
即
位
当
初
の
年
若
き
英
主
武
帝
が
、

傑
然
と
し
て
茲
に
支
那
二
千
有
余
歳
に
及
ぶ
儒
学
国
教
の
端
を
発
し

た
と
な
す
は
、
単
に
麗
し
い
史
的
要
望
に
過
ぎ
な
い｣

と
言
い
、
福

井
重
雅
氏
は

｢

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

｢

董
仲
舒
の
献
策

に
よ
る
儒
教
の
官
学
化｣

な
ど
と
い
う
命
題
は
、
到
底
成
立
し
が
た

い｣

と
述
べ
て
い
る
。
平
井
正
士

｢
董
仲
舒
の
賢
良
対
策
の
年
次
に

就
い
て｣

(『

史
潮』

第
一
一
年
第
二
号
、
一
九
四
一)

、
一
一
四
頁
、

福
井
重
雅

｢

儒
教
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題
―
五
経
博
士
の
設
置
と

董
仲
舒
の
事
蹟
に
関
す
る
疑
義
―｣
(『

史
学
雑
誌』
第
七
六
編
第
一

号
、
一
九
六
七)

、
一
九
頁
参
照
。

(

８)
｢

儒
教
国
教
化｣

問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
二
三
―
九
六
頁
、
渡
邉
義
浩

｢

日
本
に
お
け
る

｢
儒

教
の
国
教
化｣

を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て｣

(

同
編

『

両
漢
の
儒
教

と
政
治
権
力』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五)

、
二
五
三
―
二
八
六
頁
、

保
科
季
子

｢

近
年
の
漢
代

｢

儒
教
の
国
教
化｣

論
争
に
つ
い
て｣

(『

歴
史
評
論』

第
六
九
九
、
二
〇
〇
八)

、
四
四
―
五
五
頁
な
ど
参

照
。

(

９)

註

(

８)

保
科
前
掲
論
文
、
四
五
頁
参
照
。

(

10)

註

(

７)

平
井
前
掲
論
文
、
七
九
―
一
一
六
頁
参
照
。

(

11)

今
陛
下�
有
天
下
、
海�
莫
不�
服
、
廣
覽�
聽
、
極
羣
下
之

知
、
盡
天
下
之
美
、
至�
昭
然
、
施
於
方
外
。
夜�
・
康
居
、
殊
方

萬
里
、��
歸
誼
、
此
太�
之
致
也
。

(

12)

註

(

７)

平
井
前
掲
論
文
、
九
七
―
九
八
頁
参
照
。

(

13)

註

(

７)

平
井
前
掲
論
文
、
一
〇
七
―
一
一
〇
頁
参
照
。

(

14)

註

(

７)

福
井
前
掲
論
文
、
一
四
頁
参
照
。

(

15)

佐
川
修｢

武
帝
の
五
経
博
士
と
董
仲
舒
の
天
人
三
策
に
つ
い
て
―

福
井
重
雅
氏

｢

儒
教
成
立
史
上
の
二
三
の
問
題｣

に
対
す
る
疑
義
―｣

(『

集
刊
東
洋
学』

第
一
七
号
、
一
九
六
七)

、
六
六
―
六
七
頁
参
照
。

(

16)

浅
野
裕
一

｢

董
仲
舒
・
天
人
対
策
の
再
検
討
―
儒
学
の
国
教
化

を
め
ぐ
っ
て
―｣

(

同

『

黄
老
道
の
成
立
と
展
開』

第
三
部
第
十
章
、

創
文
社
、
一
九
九
二)

、
六
六
四
―
六
六
九
頁
参
照
。

(

17)

康
居
・
西
域
、
重
譯�
朝
、
稽
首
來
享
。

(

18)

冨
谷
至

｢｢

儒
教
の
国
教
化｣

と

｢

儒
学
の
官
学
化｣｣

(『

東
洋

史
研
究』

第
三
七
巻
第
四
号
、
一
九
七
九)

、
一
三
五
頁
参
照
。

(

19)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
二
七
九
―
三
〇
七
頁
参
照
。

(
20)

福
井
重
雅

｢

漢
代
対
策
文
書
の
研
究
―
董
仲
舒
の
対
策
の
予
備

的
考
察
―｣

(

同

『

陸
賈

｢

新
語｣

の
研
究』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇

二)
、
二
〇
〇
―
二
四
四
頁
参
照
。
福
井
氏
は

｢

策
問
の
原
文
を
項



東

洋

学

報

第
九
十
五
巻

30

三
〇

目
ご
と
に

｢

条
奏｣

し
、
逐
次

｢

覆
奏｣

し
た
の
ち
に
、｢

臣
聞
く｣

と
発
言
し
て
、
最
後
に

｢

小
結｣

の
体
裁
を
と
る
と
い
う
方
法｣

(

二
二
二
頁)

が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

(

21)

註

(
１)

福
井
前
掲
書
、
三
二
七
―
三
八
六
頁
参
照
。

(

22)

吉
永
慎
二
郎

｢

董
仲
舒
対
策
に
お
け
る

｢

天｣

と

｢

命｣

―

｢

儒
教
国
教
化｣
の
思
想
史
的
構
造
へ
の
一
考
察
―｣

(

加
地
伸
行
博

士
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編

『

中
国
学
の
十
字
路』

研
文
出
版
、
二

〇
〇
六)

、
二
五
〇
―
二
五
二
頁
参
照
。

(

23)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
六
四
頁
参
照
。

(

24)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
六
四
―
三
六
七
頁
参
照
。

(

25)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
七
五
頁
参
照
。

(

26)
『

史
記』

儒
林
列
伝
及
び

『

漢
書』

董
仲
舒
伝
参
照
。

(

27)

古�
修�
訓
之
官
、
…
…
今
世
廢
而
不
脩
、
亡
以
化
民
、
民
以

故
棄
行
誼
而
死
財
利
、
是
以
犯
法
而
罪
多
、
一�
之
獄
、
以
萬
千
數
。

(

28)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
六
五
頁
参
照
。

(

29)

註

(

７)

平
井
前
掲
論
文
、
九
八
―
一
〇
二
頁
参
照
。

(

30)
『

春
秋』

に
も
と
づ
く
災
異
思
想
が
董
仲
舒
の
学
問
や
思
想
の

特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、『

史
記』

儒
林
列
伝
や

『

漢
書』

五
行
志
の

記
載
な
ど
か
ら
容
易
に
確
認
で
き
る
。

(

31)

福
井
氏
も
こ
れ
ら
の
部
分
は
対
策
文
の
書
式
に
ほ
ぼ
従
っ
て
お

り
、｢

董
仲
舒
の
行
っ
た
と
さ
れ
る
対
策
と
無
関
係
で
は
な
い｣

と

す
る
。
註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
三
七
―
三
四
一
頁
参
照
。

(

32)

浅
野
氏
も
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
註

(

16)

浅
野
前
掲
論

文
、
六
五
四
―
六
五
九
頁
参
照
。

(

33)

顔
師
古
は
こ
こ
に
注
し
、｢

口
不�
忠
信
之
言
爲�
、
心
不
則

�
義
之
經
爲
頑
。
抵
、
觸
也
。
冒
、
犯
也
。
殊
、�
也
。
扞
、
距
也
。｣

と
言
う
。

(

34)
(

10)

・(

11)

・(

12)

に
共
通
す
る
道
徳
的
な
教
化
の
重
視
は
、

儒
家
の
伝
統
で
あ
る
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
第
三
次

｢

対
策｣

の
前
半
部
分
は
、
武
帝
の
策
問
に
完
全
対
応
し
て
お
り
、
問
題
な
く

董
仲
舒
の
対
策
文
と
見
な
せ
る
が
、
そ
こ
に
も

｢

古�
修�
訓
之
官
、

務
以
悳
善
化
民
、
民
已
大
化
之
後
、
天
下
常
亡
一
人
之
獄
矣
。｣

、

｢

王�
上�
於
承
天
意
、
以
順
命
也
。
下
務
明�
化
民
、
以
成
性
也
。｣

な
ど
と
、
教
化
を
重
視
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。

(

35)

文�
未
極
、
豈
惑�
當
世
之
務
哉
。
條
貫
靡
竟
、
統
紀
未�
。

意�
之
不
明
與
、
聽
若
眩
與
。

(

36)

前�
上
對
、
條
貫
靡
竟
、
統
紀
不�
、
辭
不
別
白
、
指
不
分
明
、

此
臣
淺
陋
之
罪
也
。

(

37)

第
三
次

｢

対
策｣

の
前
半
部
分
は
、
福
井
氏
の
導
き
出
し
た
漢

代
対
策
文
の
形
式
に
完
全
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
部
分

に
つ
い
て
、
福
井
氏
は

｢

董
仲
舒
の
執
筆
に
関
連
す
る
対
策
と
認
定

し
て
ま
ち
が
い
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
。
註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
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三
一

三
五
七
―
三
六
一
頁
参
照
。

(
38)
陛
下
有
明
悳
嘉�
、
愍
世
俗
之
靡
薄
、
悼
王�
之
不
昭
、
故
舉

賢
良
方
正
之
士
、
論
誼
考
問
、
將
欲
興
仁
誼
之
休�
、
明
帝
王
之
法

制
、
建
太�
之�
也
。
臣
愚
不�
、��
聞
、
誦�
學
、�
師
之
言
、

�
能
勿
失
耳
。
若
乃
論
政
事
之
得
失
、
察
天
下
之
息�毛
、
此
大
臣
輔

佐
之
職
、
三
公
九�
之
任
、
非
臣
仲
舒�
能
及
也
。
然
而
臣
竊
有
怪

�
、
…
…

(

39)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
六
二
―
三
六
三
頁
参
照
。

(

40)

今
子
大
夫�
已�
大�
之
極
、
陳
治
亂
之
端
矣
、
其
悉
之
究
之
、

孰
之
復
之
。

(

41)

浅
野
氏
も
こ
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
註
(

16)

浅
野
前
掲
論
文
、

六
六
〇
―
六
六
四
頁
参
照
。

(

42)

第
三
次

｢

対
策｣

の
前
半
部
分
に
は

｢�
人
法
天
而
立�｣
と

あ
り
、｢�
之
大
原
出
於
天
、
天
不
變
、�
亦
不
變
。｣
と
あ
る
。

｢

道｣

と
は

｢

天｣

を
根
源
と
す
る
不
変
の
道
理
で
、｢
尭
道｣

と
も

呼
ば
れ
、
王
者
の
従
う
べ
き
正
道
で
あ
る
。
後
半
部
分
に
見
え
る

｢

天
の
理｣

と

｢

古
の
道｣

の
関
係
は
、
前
半
部
分
で
言
わ
れ
る

｢

天｣

と

｢

道｣

の
関
係
と
相
通
じ
て
い
る
。

(

43)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
五
〇
―
三
五
六
頁
参
照
。

(

44)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
六
八
―
三
七
八
頁
参
照
。

(

45)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
一
八
頁
参
照
。

(

46)

以
古
準
今
、
壹
何
不
相�
之�
也
。
安�
繆�
而
陵
夷
若
是
。

(

47)

然
而
功
不
加
於
百
姓�
、
殆
王
心
未
加
焉
。

(

48)

喩
巴
蜀
時
、
西
域
・
康
居
疑�
未�
中
國
、
乃
相
如
夸�
之
辭
。

或
其
時
偶
有�
貢
之
事
、
史
無
明
文
耶
。

(

49)

註

(

18)

冨
谷
前
掲
論
文
、
一
三
五
頁
参
照
。

(

50)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
五
二
頁
参
照
。

(

51)

註

(

７)

平
井
前
掲
論
文
、
八
一
―
九
五
頁
参
照
。

(

52)

康
居
の

｢�
貢｣

の
事
実
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
康
居
が
知

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
康
居
の

｢��
歸
誼｣

と
い
う
記
述
は

な
さ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
康
居
の

｢��
歸
誼｣

を
述
べ
た
部

分
は
、
皇
帝
の
至
徳
が
方
外
へ
及
ぶ
こ
と
を
賛
美
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
福
井
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
漢
代
で

は

｢

そ
れ
ら
が
実
在
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て｣

、｢

具
体
的
な
地
域

名
や
部
族
名
を
連
記
す
る
筆
法｣

が
多
用
化
・
一
般
化
し
て
い
た
。

実
在
し
な
い
地
域
名
や
部
族
名
す
ら
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
以
上
、
同

様
の
場
合
に
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
部
族
名
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、

た
と
え
そ
の
部
族
が
未
だ

｢�
を�
び
て
誼
に
歸｣

し

｢

譯
を
重
ね

て
朝
を�｣
う
て
い
な
く
て
も
、
十
分
に
あ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。

(
53)

夫
不
順�
已
誅
、
而
爲
善�
未
賞
、
故�
中�
將
往
賓
之
、
發

巴
蜀
士
民
各
五
百
人
、
以
奉�
帛
、
衞
使�
不
然
。
…
…
今
聞
其
乃

發
軍
興
制
、
驚
懼
子
弟
、
憂
患
長
老
、
郡
又
擅
爲
轉
粟��
、
皆
非
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三
二

陛
下
之
意
也
。

(
54)
孔
子
作
春
秋
、
先
正
王
而�
萬
事
、
見
素
王
之
文
焉
。

(

55)
註

(
７)

平
井
前
掲
論
文
、
一
〇
九
頁
参
照
。

(

56)

董
子
生
當
西�
、
必
不
以
素
王
爲
孔
子
自
稱
。
…
…
自
緯
書
出
、

�
有
孔
子
自
號
素
王
之�
、
東�
宗
之
、�
種
流
傳
、
誣
及
董
子
、

緯
書
作
俑
也
。

(

57)

孔
子
が
素
王
と
し
て

『

春
秋』

を
作
っ
た
と
い
う
思
想
が
同
時

代
に
存
在
し
て
い
た
以
上
、『
春
秋』

博
士
の
董
仲
舒
が
そ
れ
を
知

ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、｢

孔
子
作
春
秋
、
…
…

見
素
王
之
文
焉
。｣

と
い
う
一
文
を
、
董
仲
舒
に
関
係
し
て
い
る
と

見
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

58)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
四
九
―
三
五
〇
頁
参
照
。

(

59)

第
二
次

｢

対
策｣

の
中
に
は
、
他
に
も
董
仲
舒
独
自
の
思
想
と

一
致
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
第
三
次

｢

対
策｣
の
前
半
部
分
に
、

｢

改
正
朔
、
易
服
色
、
以
順
天
命
而
已
。｣

と
あ
る
。
天
命
を
受
け
て

新
た
に
開
か
れ
た
王
朝
は
、｢

正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え｣

る
な

ど
の
制
度
改
革
を
行
い
、
天
命
が
改
ま
っ
た
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
董
仲
舒
は
制
度
の
改
新
を
天
命
を
受
け
る
こ
と
と
一
組

の
要
素
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
思
想
は
彼
以
前
の
天
命

に
関
す
る
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
第
二
次

｢

対
策｣

に

｢

故
春
秋
受
命�
先
制�
、
改
正
朔
、
易
服
色
、�
以
應
天
也
。｣

と
あ
る
の
は
、
こ
の
思
想
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

(

60)

註

(

15)

佐
川
前
掲
論
文
、
六
六
頁
、
註

(

18)

冨
谷
前
掲
論

文
、
一
三
五
頁
、
註

(

16)

浅
野
前
掲
論
文
、
六
六
九
頁
参
照
。

(

61)

註

(

１)

福
井
前
掲
書
、
三
七
八
頁
参
照
。

(

臺
灣
輔
仁
大
學
哲
學
系
博
士
生)


